
アジア意志連絡協議会
　　代表　菅波茂

　政府レベルでの国際協力は従来より「国益確保」の必要に応じて多面的な
方法で実施されてきています。ただ「国益確保」というポイントを無視して
いけないし、「国益確保」から外れている場合には過度の期待をしてはいけ
ません。国家間の相対的な関係が「国益確保」に影響を及ぼしている場合は
国民の意志より優先することが多々あります。なぜなら現在では国民は「国
益確保」に必要な国家間の相対的な関係を理解できる情報入手がなかなか困
難です。
　民間レベルでの国際協力は「国益確保」より異なった視点でなされるべき
です。それは「国益」を超えて全世界に普遍的な「人道主義」です。
過去においては国際民間協力団体がその一端を担ってきました。現在国際民
間協力団体は多くの国民に「人道主義」の必要性をいかに理解してもらうか
ということを考えるときが来ていると思います。
観念的な人道主義より経験的な人道主義が必要です。経験は人道主義に必要
な判断を養い行動を提起させます。
　その答えは国際民間協力団体が教育と連携することだと思います。
国際民間協力団体はスタディツアーという形で多くの意欲的な市民に人道主
義を経験する意義のある場を提供してきました。今後は学校教育のカリキュ
ラムの一環としてこのスタディツアーを発展させてはどうでしょうか。
即ち、学生としての義務にするわけです。事前の意欲の有無にかかわらず体
験によって深く考えるきっかけが生まれます。

　学校教育の一環を担うことになれば国際民間協力団体のサイドも体質の変
換が必要になります。国際民間協力団体としての理念および実践内容がオー
プンになります。協力先である現地との信頼関係、安全性などの確保が重要
になります。良質なカリキュラムを保証をするためには国際民間協力団体間
の連携も大切になってきます。正式な学校教育の一環となれば文部省や外務
省も関係してきます。即ち、国家間の連絡が必要になります。
　結論的にいえば、国際民間協力団体の実施している人道主義的活動を学校
教育のカリキュラムに加えていくことにより国際協力の在り方及び方法論が
おおきく変わらざるを得ないということです。
　現在、日本にある約２００からの国際民間協力団体は財政的な基盤が弱く
伸び悩んでいます。しかし単に寄付金の法的免税処置が可能になれば発展す
るというものではありません。
　メディアからの観念的人道主義に加えて経験的な人道主義により国民が国
際協力に対する基本的な判断力を養っていく機会を提供することは国際民間
協力団体の今後の重要な役割になってくると思います。
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流
出
国
も
対
象
に

　
冷
戦
の
終
焉
（
し
ゅ
う
え
ん
）
は
、

難
民
援
助
の
あ
り
方
に
大
き
な
変
化
を

も
た
ら
せ
て
い
る
。

　
従
来
か
ら
、
難
民
や
避
難
民
に
対
す

る
援
助
は
、
人
道
的
な
連
帯
の
あ
か
し

と
し
て
、
広
く
国
際
社
会
の
支
持
を
得

て
き
た
。
と
く
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
異

に
す
る
超
大
国
対
決
の
も
と
で
、
国
際

紛
争
そ
の
も
の
が
冷
戦
構
造
を
反
映
し

て
い
た
時
代
に
お
い
て
は
、
難
民
は
こ

の
よ
う
な
対
立
の
犠
牲
者
と
し
て
受
け

入
れ
国
の
厚
遇
を
得
、
第
三
国
へ
の
定

住
も
数
多
く
認
め
ら
れ
た
。
国
連
難
民

高
等
弁
務
官
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
は
、
難

民
の
保
護
・
救
済
と
、
難
民
問
題
の
解

決
を
任
務
と
す
る
が
、
そ
の
事
業
は
今

ま
で
も
っ
ぱ
ら
難
民
の
受
け
入
れ
国
を

中
心
に
進
め
ら
れ
、
流
出
国
を
対
象
と

す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
最
近
で
は
流
出
国
側
に

お
い
て
難
民
・
避
難
民
を
保
護
・
救
済

す
る
必
要
性
が
増
大
し
て
き
た
。
そ
れ

は
第
一
に
は
、
冷
戦
が
終
わ
る
に
と
も

な
い
和
平
が
成
立
し
、
長
年
難
民
生
活

を
強
い
ら
れ
て
い
た
人
々
が
、
自
国
へ

の
帰
還
を
始
め
た
こ
と
。
し
か
し
な
が

ら
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
戦
禍
と
貧
困
に

苦
し
む
故
国
に
帰
っ
て
も
な
お
国
際
的

な
保
護
・
救
済
が
必
要
と
さ
れ
る
こ

と
。
第
二
に
は
、
紛
争
の
主
要
因
が
国

家
主
義
の
高
揚
、
民
族
や
宗
教
の
対
立

の
た
め
、
自
国
内
で
難
民
化
す
る
傾
向

が
強
い
こ
と
。
第
三
に
は
、
国
家
の
権

威
の
衰
退
や
、
連
邦
国
家
解
体
の
過
程

で
、
安
全
と
よ
り
所
を
求
め
る
人
間
の

大
規
模
な
移
動
が
各
地
で
起
こ
っ
て
い

る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
結
果
。

国
内
に
あ
り
な
が
ら
難
民
と
な
る
人
々

の
保
護
・
救
済
を
ど
の
よ
う
に
し
て
全

緒方　貞子（国連難民高等弁務官）

う
す
る
か
と
い
う
課
題
が
、
急
速
に
浮

上
し
て
い
る
。

　
世
界
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
国
内
難

民
の
総
数
は
、
千
五
百
万
人
と
も
二
千

万
人
と
も
い
わ
れ
る
。
と
く
に
多
数
を

占
め
て
い
る
の
が
「
ア
フ
リ
カ
の
角
」

地
域
で
、
ソ
マ
リ
ア
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、

ス
ー
ダ
ン
の
各
国
で
は
、
国
外
に
流
出

し
た
人
々
の
ほ
か
に
、
国
内
に
も
数
百

万
人
に
の
ぼ
る
難
民
が
い
る
。
旧
ユ
ー

　
　
湾
岸
戦
争
が
転
機

　
自
国
内
に
あ
る
難
民
に
対
し
、
国
際

社
会
が
保
護
・
救
済
を
与
え
る
こ
と

は
、
理
論
的
に
も
現
実
的
に
も
き
わ
め

て
む
ず
か
し
い
。
そ
れ
は
国
家
主
権
の

壁
に
直
面
す
る
か
ら
で
あ
る
。
国
連
憲

章
は
「
憲
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
本

質
上
い
ず
れ
か
の
国
の
国
内
管
轄
極
内

に
あ
る
事
項
に
干
渉
す
る
権
限
を
国
際

と
な
っ
た
人
々
に
対
し
て
も
援
助
を
与

え
て
き
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
最
近
一
段
と
論
議
を
呼

ん
で
い
る
の
が
「
人
道
的
介
入
権
」
の

問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
際
社
会
に

は
国
家
主
権
の
壁
を
超
え
て
国
内
で
難

民
化
し
た
人
々
に
対
し
、
人
道
援
助
を

強
要
す
る
権
利
を
有
す
る
、
と
い
う
主

張
で
あ
る
。
こ
の
議
論
が
脚
光
を
あ
び

た
の
は
、
一
九
九
一
年
四
月
五
日
、
安

一
回
闘
―
新
た
な
概
念
「
人
道
的
介
入
権
」

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
場
合
、
他
の
欧
州
諸
国

に
逃
れ
た
五
十
万
人
に
加
え
て
、
諸
共

相
国
に
は
二
百
七
十
八
万
人
が
難
民
と

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ボ
ス
ニ
ア
。

ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
で
は
、
首
都
の
サ
ラ

エ
ボ
の
ほ
か
に
も
、
戦
乱
の
た
め
に
食

糧
の
補
給
が
つ
か
ず
、
龍
城
（
ろ
う

じ
ょ
う
）
状
態
に
あ
る
人
々
が
六
十

三
万
人
と
推
定
さ
れ
、
第
二
次
大
戦

以
来
、
最
悪
の
難
民
危
機
と
な
っ
て
い

る
。

連
合
に
与
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し

て
、
加
盟
各
国
の
主
権
の
尊
重
を
掲
げ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
権
の
適

用
範
囲
は
な
ん
ら
明
確
に
さ
れ
て
お
ら

ず
、
澗
実
に
は
歴
史
的
な
変
遷
を
た
ど

っ
て
次
第
に
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。

と
く
に
、
人
権
の
分
野
に
お
け
る
国
連

の
権
威
が
拡
大
し
て
き
た
と
同
様
、
人

道
援
助
活
動
に
つ
い
て
も
、
国
連
は
、

総
会
決
議
も
し
く
は
事
務
総
長
の
あ
っ

せ
ん
を
も
と
に
、
国
内
に
お
い
て
難
民

全
保
障
理
事
会
に
よ
る
決
議
六
八
八
の

採
択
で
あ
ろ
う
。
同
決
議
は
、
イ
ラ
ク

に
対
し
、
援
助
を
必
要
と
す
る
同
国
内

に
あ
る
す
べ
て
の
人
々
へ
の
ア
ク
セ
ス

を
、
国
際
人
道
援
助
機
関
に
与
え
る
こ

と
を
要
求
し
た
も
の
で
、
人
権
と
難
民

と
国
際
平
和
を
結
び
つ
け
た
画
期
的
な

も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
決

議
が
実
行
さ
れ
る
過
程
で
は
、
イ
ラ
ク

の
国
家
主
権
と
の
関
係
か
ら
紆
余
（
う

よ
）
曲
折
を
経
る
こ
と
と
な
る
。

　
緒
方
貞
子
氏
＝
一
九
二
七
缶
束
宗
生

ま
れ
。
聖
心
女
子
大
、
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ

ン
大
学
卒
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
大

学
大
学
院
博
士
課
程
。
七
六
年
か
ら
三

年
間
国
連
代
表
部
公
使
。
九
〇
年
国
連

難
民
高
等
弁
務
官
に
就
任
。

４

　
ま
ず
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
主
権
と
領
土

保
全
を
守
る
た
め
に
軍
事
行
動
に
出
た

多
国
籍
軍
は
、
そ
の
後
イ
ラ
ク
北
部
に

出
動
し
て
「
安
全
地
帯
」
を
設
定
し
た
。

ト
ル
コ
ヘ
越
境
し
て
国
際
的
な
保
護
を

求
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
国
境
の
山

岳
地
帯
で
飢
え
と
寒
さ
に
苦
し
ん
で
い

た
ク
ル
ド
難
民
は
、
多
国
箱
車
に
守
ら

れ
て
山
を
下
り
、
自
国
内
に
あ
る
「
安

全
地
帯
」
へ
と
帰
還
し
た
。
こ
の
動
き

に
呼
応
し
て
、
イ
ラ
ン
に
逃
れ
た
ク
ル

ド
難
民
も
帰
国
を
開
始
し
、
六
月
末
に

は
ほ
と
ん
ど
全
員
が
故
国
に
復
帰
し

た
。
百
七
十
万
の
ク
ル
ド
難
民
は
、
そ

の
流
出
の
速
度
に
お
い
て
記
録
的
で
あ

っ
た
が
、
帰
遠
の
速
さ
に
お
い
て
も
驚

異
的
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
動
き
を
可
能
に
し
た
最
大
の
原

因
が
多
国
箱
車
に
よ
る
人
道
的
介
入
で

あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
、
さ
ら
に
多
国
籍
車
か
ら
引
き
継

い
で
、
人
道
援
助
を
提
供
し
た
国
連
の

動
き
に
も
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
面
に
続
く
）
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